
○宮崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 

平成16年３月31日規則第20号 

宮崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 

宮崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（平成10年規則第10号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」とい

う。）の施行に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号。以下「政

令」という。）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号。以下

「省令」という。）、宮崎市廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する条例（平成５年条

例第28号）及び宮崎市廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する規則（平成５年規則第32

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（一般廃棄物処理施設設置許可申請書等） 

第２条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 法第８条第２項の申請書 一般廃棄物処理施設設置許可申請書（様式第１号） 

(２) 省令第２条の７の届出書 一般廃棄物処理業に係る欠格要件届出書（様式第１号の２） 

(３) 省令第２条の８第２項の届出書 一般廃棄物処理業に係る法第７条の２第５項の規定によ

る欠格要件届出書（様式第１号の３） 

(４) 省令第４条の４第１項の申請書 一般廃棄物処理施設使用前検査申請書（様式第２号） 

(５) 省令第４条の４の２の申請書 一般廃棄物処理施設定期検査申請書（様式第２号の２） 

(６) 省令第４条の17の報告書 特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書（様式第３号） 

(７) 省令第５条の３第１項の申請書 一般廃棄物処理施設変更許可申請書（様式第４号） 

(８) 省令第５条の４の２第１項の届出書 一般廃棄物処理施設軽微変更等届（様式第５号） 

(９) 省令第５条の５第１項の届出書 一般廃棄物最終処分場埋立処分終了届（様式第６号） 

(10) 省令第５条の５の２第１項の申請書 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書（様式第７号） 

(11) 省令第５条の５の３及び第12条の11の３の届出書 一般廃棄物・産業廃棄物処理施設の設

置者に係る欠格要件届出書（様式第７号の２） 

(12) 省令第５条の５の３の２第２項及び第12条の11の３の２第１項の届出書 一般廃棄物・産

業廃棄物処理施設の設置者に係る法第９条第７項の規定による欠格要件届出書（様式第７号の

２の２） 

(13) 省令第５条の５の５第１項の申請書 一般廃棄物熱回収施設設置者認定申請書（様式第７

 



号の３） 

(14) 省令第５条の５の10第１項の届出書 一般廃棄物熱回収施設休廃止等届出書（様式第７号

の４） 

(15) 省令第５条の５の11第１項の報告書 一般廃棄物熱回収施設熱回収報告書（様式第７号の

５） 

(16) 省令第５条の11第１項の申請書 一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書（様式第

８号） 

(17) 省令第５条の12第１項の申請書 合併・分割認可申請書（様式第９号） 

(18) 省令第６条第１項の届出書 相続届（様式第10号） 

(19) 省令第10条の10の３及び第10条の24の届出書 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業に

係る欠格要件届出書（様式第10号の２） 

(20) 省令第10条の10の３の２第１項及び第10条の24の２第１項の届出書 産業廃棄物・特別管

理産業廃棄物処理業に係る法第７条の２第５項の規定による欠格要件届出書（様式第10号の３） 

(21) 省令第12条の７の17第２項の届出書 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に

係る届（様式第11号） 

２ 次の各号に掲げる添付書類の様式は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 省令第３条第５項第６号、第５条の３第３項第６号、第５条の11第２項第２号、第５条の

12第２項第３号ロ、第６条第２項第３号、第11条第６項第６号、第12条の９第３項第６号、第

12条の11の12第２項第２号、第12条の11の13第２項第３号ロ及び第12条の12第２項第３号に掲

げる書類 廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法

（様式第12号） 

(２) 省令第３条第５項第８号、第５条の11第２項第４号、第６条第２項第４号、第11条第６項

第８号、第12条の11の12第２項第４号及び第12条の12第２項第４号の資産に関する調書 資産

に関する調書（個人用）（様式第13号） 

(３) 省令第９条の２第２項第15号（省令第10条の12第２項において準用する場合を含む。）及

び省令第10条の４第２項第９号（省令第10条の16第２項において準用する場合を含む。）に掲

げる書面 特定不利益処分を受けていないことの誓約書（様式第14号） 

(４) 省令第10条の４第２項第１号（省令第10条の16第２項において準用する場合を含む。）に

掲げる書類 産業廃棄物処分業事業計画書（様式第15号） 

(５) 省令第10条の４第２項第４号（省令第10条の16第２項において準用する場合を含む。）に

 



掲げる書類 処分後産業廃棄物処理方法（様式第16号） 

(６) 省令第10条の４第２項第７号（省令第10条の16第２項において準用する場合を含む。）に

掲げる書類 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法（様式第17号） 

（一般廃棄物処理施設の許可証の交付） 

第３条 市長は、法第８条第１項又は第９条第１項の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置・

変更許可証（様式第18号）を交付するものとする。 

（一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の使用前検査の結果通知） 

第４条 市長は、法第８条の２第５項（法第９条第２項において準用する場合を含む。）の検査を

行ったときは、その結果を一般廃棄物処理施設使用前検査結果通知書（様式第18号の２）により、

当該検査の申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、法第15条の２第５項（法第15条の２の６第２項において準用する場合を含む。）の検

査を行ったときは、その結果を産業廃棄物処理施設使用前検査結果通知書（様式第18号の３）に

より、当該検査の申請者に通知するものとする。 

（一般廃棄物処理施設の定期検査の結果通知） 

第５条 省令第４条の４の４の書面の様式は、一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書（様式第18

号の４）とする。 

（一般廃棄物熱回収施設設置者の認定証の交付） 

第６条 市長は、法第９条の２の４第１項の認定をしたときは、一般廃棄物熱回収施設設置者認定

証（様式第18号の５）を交付するものとする。 

（廃棄物処理施設の譲受け等の許可証の交付） 

第７条 市長は、法第９条の５第１項（法第15条の４において準用する場合を含む。）の許可をし

たときは、一般廃棄物・産業廃棄物処理施設譲受け・借受け許可証（様式第19号）を交付するも

のとする。 

（法人の合併又は分割の認可証の交付） 

第８条 市長は、法第９条の６第１項（法第15条の４において準用する場合を含む。）の認可をし

たときは、合併・分割認可証（様式第20号）を交付するものとする。 

（再生利用個別指定の申請等） 

第９条 省令第９条第２号の市長の指定を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書（様

式第21号）に省令第９条の２第２項に定めるもののほか、再生輸送（再生利用のために産業廃棄

物の収集又は運搬を行うことをいう。）に要する費用を記載した書類を添えて、市長に申請しな

 



ければならない。 

２ 省令第10条の３第２号の市長の指定を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書に

省令第10条の４第２項に定めるもののほか、再生活用（再生利用のために産業廃棄物の処分を行

うことをいう。）に要する費用を記載した書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

３ 市長は、前２項の規定による申請に基づき、指定（以下「再生利用個別指定」という。）をし

たときは、再生利用個別指定業指定証（様式第22号。以下「指定証」という。）を交付するもの

とする。 

４ 再生利用個別指定を受けた者（以下「再生利用個別指定業者」という。）は、当該再生利用個

別指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用個別指定業変更指定申請書（様式

第23号）により市長に申請しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であると

きは、この限りでない。 

５ 第１項から第３項までの規定は、前項に規定する再生利用個別指定に係る事業の範囲の変更に

ついて準用する。 

６ 再生利用個別指定業者は、当該再生利用個別指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、

再生利用個別指定業廃止届（様式第24号）に指定証（事業の一部を廃止したときは、指定証の写

し）を添えて、市長に届け出るものとする。この場合において、市長は、その届出が事業の一部

の廃止に係るものであるときは、指定証を書き換えて交付するものとする。 

７ 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、再生利用個別指定業変更届（様

式第25号）に指定証の写しを添えて、市長に届け出なければならない。この場合において、市長

は、指定証の書換えを要すると認めるときは、指定証を書き換えて交付するものとする。 

(１) 住所 

(２) 氏名又は名称 

(３) 事務所及び事業所の所在地 

(４) 再生利用の目的 

(５) 再生利用の方法 

(６) 事業に係る取引関係 

（許可証等の返納） 

第10条 法第８条第１項、第14条第１項若しくは第６項、第14条の４第１項若しくは第６項若しく

は第15条第１項の規定による許可を受けた者、法第９条の２の４第１項若しくは第15条の３の３

第１項の規定による認定を受けた者又は再生利用個別指定業者は、次の各号のいずれかに該当す

 



るときは、直ちに市長に許可証、認定証又は指定証を返納しなければならない。 

(１) 許可、認定又は再生利用個別指定を取り消されたとき。 

(２) 許可、認定又は再生利用個別指定の有効期間が満了したとき（更新の申請をした場合にあ

っては、当該更新の許可証、認定証又は指定証の交付を受けたとき。）。 

(３) 法第９条第１項、第14条の２第１項、第14条の５第１項又は第15条の２の６第１項に規定

する変更の許可を受けたとき。 

(４) 法第９条第３項（法第15条の２の６第３項において準用する場合を含む。）の規定による

届出を行った場合において、許可証を書き換えて交付されたとき、又は施設を廃止したとき。 

(５) 法第14条の２第３項及び第14条の５第３項において準用する法第７条の２第３項の規定に

よる届出を行った場合において、事業の全部を廃止したとき、又は許可証を書き換えて交付さ

れたとき。 

(６) 政令第５条の５（政令第７条の４において準用する場合を含む。）の規定による届出を行

った場合において、認定証を書き換えて交付されたとき。 

(７) 前条第６項又は第７項の規定により、指定証を書き換えて交付されたとき。 

（最終処分場終了届出台帳） 

第11条 法第19条の11第１項の台帳の様式は、最終処分場終了届出台帳（様式第26号）とする。 

２ 法第19条の11第３項の規定による閲覧の請求は、別に定める様式により行うものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の宮崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定に

よりされた手続は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。 

附 則（平成17年３月31日規則第29号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により

使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

 



することができる。 

附 則（平成18年９月29日規則第77号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により

使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。 

附 則（平成23年３月31日規則第18号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により

使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。 

附 則（平成27年10月２日規則第79号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により

使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。 

附 則（平成29年９月29日規則第54号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、

 



これを取り繕って使用することができる。 

附 則（平成30年３月30日規則第48号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある既存の規則による改正前の様式（以下「旧様式」という。）によ

り使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。 

附 則（令和元年12月13日規則第40号） 

この規則は、令和元年12月14日から施行する。 

 



様式第１号（第２条関係） 

 



 



 



 

 



様式第１号の２（第２条関係） 

 

 



様式第１号の３（第２条関係） 

 

 



様式第２号（第２条関係） 

 

 



様式第２号の２（第２条関係） 

 

 



様式第３号（第２条関係） 

 

 



様式第４号（第２条関係） 

 



 



 

 



様式第５号（第２条関係） 

 

 



様式第６号（第２条関係） 

 



 

 



様式第７号（第２条関係） 

 



 

 



様式第７号の２（第２条関係） 

 

 



様式第７号の２の２（第２条関係） 

 

 



様式第７号の３（第２条関係） 

 



 

 



様式第７号の４（第２条関係） 

 

 



様式第７号の５（第２条関係） 

 

 



様式第８号（第２条関係） 

 



 



 

 



様式第９号（第２条関係） 

 



 



 



 

 



様式第10号（第２条関係） 

 



 

 



様式第10号の２（第２条関係） 

 

 



様式第10号の３（第２条関係） 

 

 



様式第11号（第２条関係） 

 

 



様式第12号（第２条関係） 

 

 



様式第13号（第２条関係） 

 

 



様式第14号（第２条関係） 

 

 



様式第15号（第２条関係） 

 



 



 



 



 

 



様式第16号（第２条関係） 

 

 



様式第17号（第２条関係） 

 

 



様式第18号（第３条関係） 

 

 



様式第18号の２（第４条関係） 

 

 



様式第18号の３（第４条関係） 

 

 



様式第18号の４（第５条関係） 

 

 



様式第18号の５（第６条関係） 

 

 



様式第19号（第７条関係） 

 

 



様式第20号（第８条関係） 

 

 



様式第21号（第９条関係） 

 

 



様式第22号（第９条関係） 

 

 



様式第23号（第９条関係） 

 

 



様式第24号（第９条関係） 

 

 



様式第25号（第９条関係） 

 

 



様式第26号（第11条関係） 

 



 

 


